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財政逼迫，人口の急激な減少と高齢化を背景として，総務省は 2014 年に地方自治体が保有

するあらゆる土木構造物と建築物について 3 年以内に公共施設等総合管理計画を策定するよう

全国の自治体に要請した．さらに国土交通省は 同年，都市再生特別措置法等の法律改正により

立地適正化計画の提案を行った． 

これは，医療・福祉施設，商業施設や住居等がまとまって立地し増大する老朽化施設の維持管

理や再編を適正に行うこと，高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設

等にアクセスできることなど，福祉や交通なども含めて都市構造を見直す時期に来ていることを

意味している． 

今後のまちづくりでは，高齢者や子育て世代にとって安心・健康な生活環境の実現，財政・経

済面での持続可能な都市経営の確保，環境・エネルギー負荷の低減，自然災害の事前予防の推進

が大きな課題であり，都市の現状や将来の課題を的確に把握しつつ，市民をはじめとする地域の

合意形成を図る必要がある．しかしながら，どのような都市構造を目指すべきかについて，客観

的かつ定量的に分析・評価した上での議論は緒に就いたところである． 

そこで本研究では，環境・交通・防災に配慮した長岡京市におけるインフラの立地適正化に関

する定量的検証のための基礎的研究を行うことにより，よりよいまちづくりを目指す上で考慮す

べき事項について整理することを目的とする． 
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As a background of the financial stringency, population decrease and aging population, the 

Ministry of Internal Affairs and Communications requested in 2014 the local governments to make 

the comprehensive plan to maintain all the architectural and civil engineering facilities within three 

years. Also the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism suggested the normalizing 

locations’ policy in 2014 by revising the act on special measures concerning urban reconstruction.  

Those aims will represent that we require the proper maintenance management and restructure in 

the increasing deteriorated facilities and the secured access to the various living facilities by public 

transportation including the renewal urban structure systems. 

  Better urban development has many serious problems in terms of creating the safe living 

environment, securing the sustainable urban management, reducing the burdens of living 

environment and energy, and preventing the damages from natural disasters. We must promote a 

consensus of regional people to the normalizing locations’ policy with accurately grasping the 

present and future issues in the urban area. 

So, we suggest the quantitative verification on the normalizing locations’ policy of the social 

infrastructures in Nagaokakyo City considered about the environment, transportation and disaster 

prevention, and arrange the considered matters under the urban development. 
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環境・交通・防災を考慮した長岡京市における社会基盤施設の立地適正化に関する定量的検証 

 

奈良県              白柳 博章※ 

摂南大学理工学部都市環境工学科  北村 幸定 

 

1．本研究の背景と目的 

財政逼迫，人口の急激な減少と高齢化を背景として，総務省は平成26年4月に地方自治体が保有するあらゆ

る土木構造物と建築物について3年以内に公共施設等総合管理計画を策定するよう全国の自治体に要請した．さ

らに国土交通省は 同年，都市再生特別措置法等の法律改正により立地適正化計画の提案を行った． 

これは，医療・福祉施設，商業施設や住居等がまとまって立地し増大する老朽化施設の維持管理や再編を適正

に行うこと，高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできることなど，

福祉や交通なども含めて都市構造を見直す時期に来ていることを意味している． 

今後のまちづくりでは，高齢者や子育て世代にとって安心・健康な生活環境の実現，財政・経済面での持続可

能な都市経営の確保，環境・エネルギー負荷の低減，自然災害の事前予防の推進が大きな課題であり，都市の現

状や将来の課題を的確に把握しつつ，市民をはじめとする地域の合意形成を図る必要がある．しかしながら，ど

のような都市構造を目指すべきかについて，客観的かつ定量的に分析・評価した上での議論は緒に就いたところ

である． 

そこで本研究では，病院施設を対象として，環境・交通・防災に配慮した長岡京市における社会基盤施設の立

地適正化に関する定量的検証のための基礎的研究を行うことにより，よりよいまちづくりを目指す上で考慮すべ

き事項について整理することを目的とする． 

第２章では，社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律の整理を行なった上で，本研究の位置づけを明確

にする． 

第３章では，長岡京市における概況を述べた上で，病院と公共交通機関の現状，ならびに内水氾濫地域と道路

網の現状について把握する． 

第４章では，病院再編による人口カバー率と病院到達時間の変化について定量的検証を行う． 

最後に，第５章では本研究のまとめを行うとともに，環境・交通・防災に配慮した長岡京市における社会基盤

施設の立地適正化に関する定量的検証する際の今後の方向性や課題について記述する． 

 

2. 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律と本研究での考え方 

2.1 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律・計画 

社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律・計画の一覧を表-1に示す．まちづくりもしくは国土のデザイ

ンに重きをおいたものとして，まち・ひと・しごと創生総合戦略 1)2)・国土強靱化基本計画 3)・国土のグランド

デザイン 20504)が挙げられる．また，交通に重きをおいたものとして，地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律の一部を改正する法律 5) ・交通政策基本法 6) が挙げられ，都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

（立地適正化計画）7) 8)ではまちづくりと一体となった交通施策の推進が謳われている．さらにはインフラや公

共施設といったものの長寿命化や総合管理といった観点からインフラ長寿命化基本計画 9)や公共交通等総合管理

計画 10) が挙げられる．いずれもここ２年の間に施行された法律であり，国の施策としてこれからの人口減少・

少子高齢化を見据えたまちづくりと一体となった交通施策をより一層推進した上で，また東日本大震災を契機と

した災害に強いまちづくりを行うとともに，それらを踏まえた立地適正化や公共施設再編・インフラの長寿命化

といった地域のニーズに合わせた持続可能性の高い計画策定ならびにその着実な実行が求められている． 
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表-1 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律・計画 

 

 

2.2 本研究の位置づけ 

 前節の法律・計画の策定に絡んで，社会基盤施設の立地適正化やコンパクトシティに関連する個々の既往研究

は多数ある11)-17)．しかしながら俯瞰するに以下のような課題を有すると考える． 

１）社会基盤施設の立地適正化では，施設を整備する側の視点，特に施設の維持管理費の軽減等が主な評価対

象となっており，地震・河川氾濫といった災害時における施設の安全性といった防災面での評価がなされ

ていない． 

２）社会基盤施設の立地適正化では，施設を利用する側の視点（施設へのアクセス時間等）に対する評価がな

されていない．  

社会基盤施設の立地適正化に対し，まず施設を利用する側の視点に立った定量的な評価を行うことが重要であ

ると考える．そして，社会基盤施設の立地適正化，まちづくりと一体となった交通施策の推進，公共施設再編・

インフラの長寿命化，といった事項を一体となって考えることにより，地域に即したコンパクトな都市構造への

誘導が実現可能になると考える． 

そこで本研究では，長岡京市における病院施設を対象として，施設を利用する側の視点に立った定量的な評価

を行うことにより，社会基盤施設の立地適正化について検証する． 

 

3. 長岡京市における病院と公共交通機関・内水氾濫地域と道路網の現状 

3.1 概況 

京都府長岡京市は京都市と大阪市の間に位置し，大都市近郊のベットタウンとして発達した面積19.18km2，

人口80,597人の都市である．なおDID地区の面積は9.70km2，人口は78,816人であり，市域の東側に平坦地の人

口密集地が広がり，西側が山間部となっている． 

 

3.2 病院の配置と鉄道・路線バス網 

 長岡京市における病院の配置と鉄道・路線バス網を図-1に示す．市内には緊急搬送が可能な病院が４つありそ

れをＨ１～Ｈ４として表記している．また鉄道として阪急京都線とＪＲ東海道本線が，路線バスとして阪急バス

とコミュニティバスが走っており，鉄道駅である阪急の長岡天神駅と西山天王山駅，ＪＲの長岡京駅を拠点とし

た路線網が形成されている．阪急の長岡天神駅とＪＲの長岡京駅とを結ぶエリアが市の中心地となっており，中

心地に２つの病院Ｈ１・Ｈ２が立地し，郊外部に２つの病院Ｈ３・Ｈ４が立地している． 

 

法律・計画 所管 公布・施工日など

まち・ひと・しごと創生法
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

内閣官房まち・ひと・しごと
創生本部

平成26年9月29日閣議決定
平成26年11月28日公布・施行

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
（立地適正化計画）

国土交通省都市局
平成26年6月27日閣議決定
平成26年7月2日公布・平成26年8月1日施工

国土強靱化基本計画
（国土強靭化アクションプラン2014,2015）

内閣官房国土強靱化推進室 平成26年6月3日閣議決定

インフラ長寿命化基本計画
インフラ老朽化対策の推進に
関する関係省庁連絡会議

平成25年11月29日決定

公共施設等総合管理計画 総務省 平成26年4月22日策定要請

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部
を改正する法律（地域公共交通網形成計画）

国土交通省総合政策局
公共交通政策部

平成26年2月12日閣議決定
平成26年5月21日公布、平成26年11月20日施行

交通政策基本法（交通政策基本計画）
国土交通省総合政策局
公共交通政策部

平成25年11月1日閣議決定
平成25年12月4日公布・施行

国土のグランドデザイン2050
～対流促進型国土の形成～

国土交通省国土政策局
総合計画課

平成26年7月策定
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図-1 長岡京市における病院の配置と鉄道・路線バス網 

 

図-2 長岡京市における内水氾濫地域と道路網 

長岡京市地域公共交通ビジョンの図に加筆して作成
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3.3 病院の配置と内水氾濫地域・道路網 

 長岡京市における病院の配置と内水氾濫地域・道路網を図示したものを図-2に示す．内水氾濫のシミュレーシ

ョンは2000年9月の東海豪雨規模の大雨（長岡京市内全域に１時間雨量114.0mm，10分間雨量27.0mm，総降雨

量588.5mm）を想定したものである．これより病院Ｈ３の周辺地域に内水氾濫地域が広がっているものの，その

他の病院周辺には内水氾濫地域は見られない． 

 

4. 病院再編による人口カバー率と病院到達時間の変化 

長岡京市における病院施設を対象として，施設を利用する側の視点に立った定量的な評価を行うにあたって，

長岡京市の大字から最寄り病院までの到達時間（以下，病院到達時間），ならびに最寄り病院から一定の病院到達

時間で到達しうる大字の人口の合計を長岡京市全体の人口で除したもの（以下，人口カバー率）という２つの指

標を設定した．なお，病院再編にあたっては廃院のみを考えるものとして場所は既存のＨ１～Ｈ４に固定した．

また到達時間については長岡京市ならびに周辺市町村の道路ネットワークを構築し，救急車が制限速度で走行す

ると仮定して最短経路探索を行い算出した． 

 まず，現状の４病院（Ｈ１～Ｈ４）がある場合の「病院到達時間と人口カバー率との関係」ならびに「病院到

達時間240sでの到達エリア」を示したものを図－３に示す．病院到達時間240sでの人口カバー率は96.55%であ

り，350sで人口カバー率が100％となる． 

 次に，現状の４病院を３病院に再編した場合の変化を図－３に示す．「病院到達時間と人口カバー率との関係」

において再編前と再編後のグラフとの乖離が小さいほど，再編による影響が小さいことを示している．４パター

ンの再編案のうちＨ１・Ｈ３・Ｈ４に再編（Ｈ２の廃院）するものが最も影響が小さく，その場合の病院到達時

間240sでの人口カバー率は96.55%，350sで人口カバー率が100％と再編前と変わりがない． 

 さらに，現状の４病院を２病院に再編した場合の変化を図－４に示す．６パターンの再編案のうちＨ１・Ｈ３

に再編するものが最も影響が小さく，その場合の病院到達時間240sでの人口カバー率は92.94%，400sで人口カ

バー率が100％となる． 

 最後に，現状の４病院を１病院に再編した場合の変化を図－５に示す．４パターンの再編案のうちＨ１に再編

するものが最も影響が小さく，その場合の病院到達時間240sでの人口カバー率は75.88%，400sで人口カバー率

が100％となる．ここで「病院到達時間240sでの到達エリア」を見ると制限速度の高い幹線道路沿いにある大字

からの病院到達時間が短くなっていることがわかる． 

 

図-3 人口カバー率と病院到達時間の変化（再編前４病院→再編後３病院） 
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図-4 人口カバー率と病院到達時間の変化（再編前４病院→再編後２病院） 

 

図-5 人口カバー率と病院到達時間の変化（再編前４病院→再編後１病院） 

 

図-6 病院Ｈ１への路線バス・コミュニティバスのアクセス状況  
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 また，病院Ｈ１への路線バス・コミュニティバスのアクセス状況を図－６に示す．これより病院Ｈ１から１回

の乗車でほとんどすべてのバス停へ到達することができることから，通院の利便性も非常に高いことがわかる． 

 

5. まとめと今後の課題 

本研究では，長岡京市における病院施設を対象として，「病院到達時間と人口カバー率との関係」ならびに「病

院到達時間 240s での到達エリア」という２つの指標を用いて，施設を利用する側の視点に立った定量的な評価

を行った．その結果，市内にある４病院を１つに再編する場合には，病院Ｈ１に再編するのが最も影響が小さく，

その場合の病院到達時間 240s での人口カバー率は 75.88%，400sで人口カバー率が 100％となった．また，病

院Ｈ１から１回の乗車でほとんどすべてのバス停へ到達することができることから，通院の利便性も非常に高い

場所であることが明らかとなった．  

今後の課題として，実データを見たところ，救急隊の出場場所が４箇所，病院の受け入れ先が５０箇所程度あ

ることから，病院到達時間のさらなる精緻化や，出場場所や受け入れ先の選択モデルの構築が必要になると思わ

れる．その辺を考慮することにより，長岡京市だけでなく広域的なエリアでの救急施設・消防施設の最適化も考

えられるのではないか，と考える． 

最後に，社会基盤施設の立地適正化に対しては，施設を整備する側の視点だけでなく，施設を利用する側の視

点に立った定量的な評価を行うことが重要であると考える．そして，社会基盤施設の立地適正化，まちづくりと

一体となった交通施策の推進，公共施設再編・インフラの長寿命化，防災や環境といった事項を一体的に考える

ことにより，地域に即したコンパクトな都市構造への誘導が実現可能になると考える． 
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